
1                   令和４年度東近江市指定事業所集団指導 (資料 8) 

入浴介助加算Ⅱについて 

 

令和３年度介護報酬改定により新設された加算 

単位数：55単位（地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護、通所介

護） 

 

目的：利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴

を行うことができるようになること 

 

算定要件 

１.入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であ

ること。 

２.医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等（以下「医師等」

という。）が利用者の居宅を訪問し、浴室での利用者の動作及び浴室の環境を評価

していること。この際、利用者の居宅の浴室が、利用者自身又は家族等の介助によ

り入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・

福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整

備に係る助言を行うこと。 

３.利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、利用者の身体の状況や訪問により

把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。 

４.入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助

を行うこと。 

 

令 和 ３ 年 度 介 護 報 酬 改 定 に 関 す る Ｑ ＆ Ａ （ Vol. ８ ）

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000773563.pdf 

 

注意事項 

１.居宅を訪問して評価した者が、通所介護事業所に対して情報共有しているか。 

２.目的に応じた目標であるか。（「定期的に清潔保持ができる」等の目標では目的に 

応じたものとは言い難い） 

３.利用者、その家族、介護支援専門員、関係者との連携を図ること。 

４.算定要件が満たされる記録等を作成し保管しておくこと。 
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